
全 住 協 第２０５号 

令和３年１１月１０日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人 全国住宅産業協会 

事 務 局 長 米 山 篤 史 

 

水際対策に係る新たな措置と事業所管省庁による事前審査について 

 

国土交通省から標記についての周知依頼がありましたのでお知らせします。詳細は別添

資料をご参照ください。 

 

記 

 

１．通知等資料 (1)水際対策に係る新たな措置と事業所管省庁による事前審査について

(令和３年１１月５日 事務連絡) 

(2)(資料１)水際対策強化に係る新たな措置について制度概要 

(3)(資料２)水際対策強化に係る新たな措置(１９)に基づく入国等に関する

申請(建設・不動産分野)のポイント(２０２１．１１．０８現在) 

※(3)は全住協ＨＰにも掲載。 

 

２．参 考 Ｈ Ｐ (1)水際対策強化に係る新たな措置(１９)について(厚労省ＨＰ) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html 

(2)水際対策に係る新たな措置に係る建設・不動産分野の審査について(国交省ＨＰ) 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_00

0001_00001.html 

 

３．問 合 せ 先 (一社)全国住宅産業協会 担当：原田 

          ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１          以 上  



     

 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 １ １ 月 ５ 日 
 

関係団体等の長 各位 

        

国土交通省 不動産・建設経済局 国際市場課長 

 

 

（周知依頼）水際対策に係る新たな措置と事業所管省庁による事前審査について 

 

 平素より国土交通行政の推進にご理解・ご協力をいただいており、誠にありがとうございます。 

 

 さて、この度、下記の水際対策に係る新たな措置が実施されることが公表されましたので、お知らせ致

します。貴団体所属企業への周知等、お願い致します。 

 

 

記 

 

１．ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和について 
 

商用・就労目的の３か月以下の短期間の滞在者等について、受入責任者（企業等）が業所管省庁（※

１）に申請を行い、審査を受けることにより、受入責任者の管理の下、入国後の待機期間中の行動制

限を緩和（10 日待機 → 3 日待機＋７日行動管理）。 

 

２．外国人の新規入国制限の緩和について 
   

受入責任者（企業等）が業所管省庁（※１）に申請を行い、審査を受けることにより、受入責任者の

管理の下で、以下の者の新規入国が可能。 
 

①商用・就労目的の３か月以下の短期間の滞在者 

②全ての長期間の滞在者（※２） 
 

  ※１ 建設企業・不動産企業からの申請は、国土交通省宛てに行うこととなります。 

※２ 長期間の滞在者には、技能実習生、外国人建設就労者、特定技能外国人が含まれます。 

   ただし、技能実習生等はワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和の対象外です。 

 

＜本制度の詳細について（厚生労働省 HP を参照）＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html 

＜建設企業・不動産企業が行う申請について（国土交通省 HP で随時更新）＞ 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00001.html 

 

＜本依頼自体に関する問い合わせ（※）＞ 

国土交通省不動産・建設経済局 国際市場課 03－5253-8111（内線：24621、24618） 
 

※ 制度自体に関するお問い合わせ窓口は、上記の厚生労働省 HP に掲載予定です。 

※ 建設企業・不動産企業の申請等に関するお問い合わせは、国土交通省 HP に掲載されておりま

すとおり、（一社）建設技能人材機構 03-6453-0225 までお願い致します。 
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水際対策強化に係る新たな措置（１９）に基づく入国等に関する申請 

（建設・不動産分野）のポイント（2021.11.08現在） 

水際対策強化に係る新たな措置（１９）に基づく入国等に関する申請（以下「本

申請」という。）の建設・不動産分野についての注意事項となります。 

１．申請方法について 

○申請はメールのみで受け付けます。郵送・ＦＡＸ等を利用しての申請はできま

せんので、ご注意ください。 

○１通のメールで、全ての添付書類が整っているもののみ審査いたします。

○メールのタイトルは、指定されたとおりに付けてください。指定以外のタイト

ルできたものについては、審査出来ない場合があります。

○審査済証の発行には、申請から３週間程度かかりますので、十分に時間的余裕

を持った申請をお願い致します。 

○特に外国人の新規入国の場合等には、審査済証の受領後、当局による査証の発

給に別途２～３週間かかるとのことですので、そのことも加味した適切な時期に 

申請いただきますよう、お願い致します。 

２．審査済証発行済後に、滞在先や入国日等についての変更があった場合 

○入国日の１週間前までに、入国者情報を当省から水際関連省庁に共有致しま

す。この共有ができなかった場合、入国手続に支障が生じる場合があります。 

 申請後入国までの間に、申請いただいた内容に変更が生じた場合は、速やかに 

ご連絡下さい。 

３．申請メール等のタイトルの付け方 

・【  】内に記載する提出の区分は、「申請」「変更」「結果報告」「陽性者報告」

「違反事例報告」の５つから選択してください。 

・申請の場合は、提出の区分＋「在留資格名（又は日本人帰国者、再入国者）」＋短

縮や行動緩和を希望する場合は（短縮）又は（緩和）＋「：受入責任者名」

・各種報告は、【 】内に提出の区分＋審査済番号

・変更の場合は、審査済証発行前は、「申請区分」＋「申請日：西暦表示で８桁」＋

「：受入責任者名」、審査済証発行後は「申請区分」＋「審査済証番号」＋「受入

責任者名」

例：【申請】特定技能（短縮）：▲▲株式会社 

【申請】日本人帰国者（緩和＋短縮）：▲▲株式会社 

【変更】審査済番号 211115-mlit001：▲▲株式会社 

(資料２)



    

【変更】申請日 20211115：▲▲株式会社 

【結果報告】審査済番号 211115-mlit001：▲▲株式会社 

【陽性者情報】審査済番号 211115-mlit001：▲▲株式会社 

【違反事例報告】審査済番号 211115-mlit001：▲▲株式会社 

 

４．添付書類について 

○「実施要領」及び「（留学・技能実習）別途定める条件」（以下「技能実習等条

件」という。）ご参照ください。（下記ＵＲＬ参照） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html 

  ただし、「外国人建設就労者」（特定活動３２号）、「特定技能」（建設分野）の方 

は、上記記載の添付書類に加え、「適正監理計画認定証」又は「建設特定技能受入 

計画認定証」の写しを添付してください。 

○様式１、３、４、５はＥｘｃｅｌで申請してください。ＰＤＦでの受付はでき 

ませんので、ご注意ください。Ｅｘｃｅｌ版は下記ＵＲＬから入手可能です。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html 

○様式１～５以外の添付書類につきましては、ＰＤＦかＪＰＥＧで、その書類が

何であるかがタイトルから判別できるようにしてください。（例：●●●のパスポ

ート、適正監理計画認定証、■■■の在留資格認定証明書、など） 

○メールタイトルと添付書類名で一次審査を行います。不足があるとみなされま

すと審査着手せずに返信いたしますので、ご注意ください。 

 

５．代理申請について 

○本人（受入責任者）以外の方が申請される場合には、その代理権限を証する書 

面を添付してください。なお、行政書士法及び弁護士法により、行政書士（法 

人）または弁護士（法人）でない者が報酬を得て、申請書等の行政書類を作成す 

ることは禁じられています。 

 ただし、技能実習の監理団体と建設就労者受入事業の特定監理団体につきまし 

ては、本申請に関する全部委託を受けている場合は、特に代理権限を証する書面 

を添付することなく、受入責任者に代わって申請することが可能です。 

 

６．受入責任者と受入責任者の新型コロナウィルス感染症対策責任者について 

○受入責任者は、入国者を直接雇用している又は招聘した企業・個人事業主とな 

ります。受入責任者の新型コロナウィルス感染症対策責任者は、受入責任者が直 

接雇用している者（役員を含む）を記載してください。 

ただし、技能実習生については監理団体、建設特定就労については特定監理団 

体の職員が、新型コロナウィルス感染症対策責任者となることができます。 

 

７．受入責任者の連絡先について 



    

○受入責任者の連絡先は、常時連絡のつく番号を記載してください。固定電話の 

他に新型コロナウィルス感染症対策責任者の携帯電話番号の併記をお願いいたし 

ます。 




